
JP 2015-14764 A5 2016.3.31

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成28年3月31日(2016.3.31)

【公開番号】特開2015-14764(P2015-14764A)
【公開日】平成27年1月22日(2015.1.22)
【年通号数】公開・登録公報2015-005
【出願番号】特願2013-142832(P2013-142832)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｇ   3/30     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   3/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｇ    3/30     　　　Ｋ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６２４Ｂ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６１１Ｈ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６４２Ｅ
   Ｇ０９Ｇ    3/30     　　　Ｊ
   Ｇ０９Ｇ    3/20     ６４２Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月12日(2016.2.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　有機ＥＬ素子２１の等価容量Ｃelが充電されることにより、駆動トランジスタ２２のソ
ース電位Ｖsが時間が経過するにつれて徐々に下降していく。このとき既に、駆動トラン
ジスタ２２の閾値電圧Ｖthの画素毎のばらつきがキャンセルされており、駆動トランジス
タ２２のドレイン－ソース間電流Ｉdsは当該駆動トランジスタ２２の移動度μに依存した
ものとなる。尚、駆動トランジスタ２２の移動度μは、当該駆動トランジスタ２２のチャ
ネルを構成する半導体薄膜の移動度である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　このように、駆動トランジスタ２２に流れるドレイン－ソース間電流Ｉdsに応じた帰還
量で保持容量２５に対して負帰還をかけることにより、駆動トランジスタ２２のドレイン
－ソース間電流Ｉdsの移動度μに対する依存性を打ち消すことができる。この打ち消す動
作（打ち消す処理）が、駆動トランジスタ２２の移動度μの画素毎のばらつきを補正する
移動度補正動作（移動度補正処理）である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００６４】
　より具体的には、駆動トランジスタ２２のゲート電極に書き込まれる映像信号の信号振
幅Ｖin（＝Ｖsig－Ｖofs）が大きい程ドレイン－ソース間電流Ｉdsが大きくなるため、負
帰還の帰還量の絶対値も大きくなる。従って、映像信号の信号振幅Ｖin、即ち、発光輝度
レベルに応じた移動度補正処理が行われる。また、映像信号の信号振幅Ｖinを一定とした
場合、駆動トランジスタ２２の移動度μが大きいほど負帰還の帰還量の絶対値も大きくな
るため、画素毎の移動度μのばらつきを取り除くことができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　以下に、本実施形態に係るアクティブマトリクス型有機ＥＬ表示装置１０の回路動作に
ついて、図６のタイミング波形図を用いて、図７－図９の動作説明図を参照しつつ説明す
る。尚、図７－図９の動作説明図では、図面の簡略化のために、サンプリングトランジス
タ２３及び発光制御トランジスタ２４について、スイッチのシンボルを用いて図示してい
る。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
　このとき、駆動トランジスタ２２の閾値電圧Ｖthと移動度μの画素毎のばらつきの補正
が行われた状態にあるため、トランジスタ特性のばらつきの無い、ユニフォーミティの高
い画質を得ることができる。また、発光期間では、駆動トランジスタ２２のソース電位Ｖ

sが電源電圧Ｖddまで上昇し、そのゲート電位Ｖgも保持容量２５を介して追従し、同様に
上昇する。
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